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(57)【要約】
【課題】既設の容器構造物の周囲に余剰スペースが存在
しない場合においても、既設の１槽からなる容器構造物
を２槽化することによりこれを更新する。
【解決手段】既設の１槽からなる容器構造物２を２槽化
する際において、既設の容器構造物２の底面から柱材３
３を複数本に亘り立設するとともに、その柱材３３の上
端に架設した梁材３７を基礎にして上段貯水槽３を構築
する上段構築工程と、梁材３３より下位に下段貯水槽４
を構築する下段構築工程とを有し、給水及び排水を必要
に応じて随時実行することによる貯水槽としての機能を
、上段構築工程では既設の容器構造物２に担わせ、下段
構築工程では上段貯水槽３に担わせる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既設の１槽からなる容器構造物を貯水機能を維持しつつ上下に２槽化する容器構造物の
更新方法において、
　既設の容器構造物の底面から柱材を複数本に亘り立設するとともに、その柱材の上端に
架設した梁材を基礎にして上段貯水槽を構築する上段構築工程と、
　上記梁材より下位に下段貯水槽を構築する下段構築工程とを有し、
　給水及び排水を必要に応じて随時実行することによる貯水槽としての機能を、上記上段
構築工程では既設の容器構造物に担わせ、上記下段構築工程では上記上段貯水槽に担わせ
ること
　を特徴とする容器構造物の更新方法。
【請求項２】
　上記下段構築工程では、上記梁材より下位の上記容器構造物の側壁に作業用開口を設け
、当該作業用開口を通じて搬入した資材により下段貯水槽を構築し、その後当該開口を閉
塞すること
　を特徴とする請求項１記載の容器構造物の更新方法。
【請求項３】
　上記上段構築工程では、上記既設の容器構造物より小径からなる上段貯水槽を構築し、
また上記梁材に床板を架設することによる中間床板を構築するとともに、当該中間床板に
おいて上記上段貯水槽より外側に作業用開口を設け、
　上記下段構築工程では、上記作業用開口を通じて搬入した資材により下段貯水槽を構築
し、その後当該開口を閉塞すること
　を特徴とする請求項１記載の容器構造物の更新方法。
【請求項４】
　上記上段構築工程では、上記既設の容器構造物内に貯留された水に、上記柱材に取り付
けられた浮体で浮かせることにより、当該柱材を所定の立設位置まで搬送すること
　を特徴とする請求項１～３のうち何れか１項記載の容器構造物の更新方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は上水道、工業用水、農業用水等を貯水するための既設の１槽からなる容器構造
物を貯水機能を停止することなく２槽化する容器構造物の更新方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、老朽化した上水道、工業用水等を貯水するための既設の１槽からなる容器構造物
を更新する場合、通常は貯水槽の使用を中断することができないため、老朽化した既設容
器構造物に対して給水及び排水を必要に応じて随時実行することによる貯水槽としての機
能を担わせつつ、その近傍に新設の容器構造物を築造していた。そして、完成したこの新
設の容器構造物に対して貯水槽としての機能を担わせた後に、老朽化した既設容器構造物
を取り壊していた。
【０００３】
　しかしながら、かかる従来における容器構造物の更新方法では、既設容器構造物とは別
の場所に新設容器構造物を設けるため広大な用地が必要となるという問題点があった。ま
た、特に新設の容器構造物を設置する場所の地盤を強化する等の工事をともなうため施工
期間が長くなり、施工コストが上昇してしまうという問題点があった。
【０００４】
　このため、近年において例えば特許文献１に示す、既設貯水槽の不断水更新工法が提案
されている。この工法では、平面形状が既設の貯水槽に収容可能な新設貯水槽を既設貯水
槽外の近傍で製作し、既設貯水槽内に存在する貯溜水の浮力を利用して新設貯水槽を既設
貯水槽内に挿入設置する。しかしかかる工法では、周囲に新設貯水槽を製作するための用
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地が必要となるという問題点があった。
【０００５】
　このように従来では、更新対象の既設の容器構造物周囲に仮設容器構造物や新設容器構
造物を製作するための十分な用地があれば問題は無いが、逆にこれらを製作するために十
分な用地が無い場合には、容器構造物の更新を行うことができないという問題点があった
。特に既設容器構造物の更新を行うことができない場合には、これを更新することを断念
し、新たに用地を確保して容器構造物を新設しなければならず、不経済となっていた。
【０００６】
　このため、既設容器構造物の更新を、特に周囲に十分な製作用地が無い場合においても
実現できる方法が望まれていた。
【０００７】
　また、特許文献２、３では、特に既設の容器構造物の周囲に新設の容器構造物を増設す
ることによる２槽化を行う技術が開示されている。これら２槽化を伴う更新方法により貯
水槽としての機能を完全に停止させることなく更新工事を行うことは可能であるが、既設
の容器構造物の周囲に新設の容器構造物を増設するためのスペースが必要になるという問
題点があった。仮に既設の容器構造物の周囲に余剰スペースが存在しない場合には、既設
容器構造物内を２槽化せざるを得なくなる。また、かかる特許文献２、３の開示技術にお
いて、既設容器構造物の周囲に余剰スペースが存在しない場合には、当然のことながら仮
設の容器構造物を設置することもできず、結局のところ貯水槽としての機能を一時的に停
止した上で施工しなければならなくなるという問題点があった。
【特許文献１】特開２００１－１５２６９４号公報
【特許文献２】特開２００１－３１７０８９号公報
【特許文献３】特開２０００－３３６７０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、本発明は、上述した問題点に鑑みて案出されたものであり、その目的とすると
ころは、既設の容器構造物の周囲に余剰スペースが存在しない場合においても、既設の１
槽からなる容器構造物を貯水機能を維持しつつ２槽化する容器構造物の更新方法を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１記載の容器構造物の更新方法は、上述した課題を解決するために、既設の１槽
からなる容器構造物を２槽化する容器構造物の更新方法において、既設の容器構造物の底
面から柱材を複数本に亘り立設するとともに、その柱材の上端に架設した梁材を基礎にし
て上段貯水槽を構築する上段構築工程と、上記梁材より下位に下段貯水槽を構築する下段
構築工程とを有し、給水及び排水を必要に応じて随時実行することによる貯水槽としての
機能を、上記上段構築工程では既設の容器構造物に担わせ、上記下段構築工程では上記上
段貯水槽に担わせることを特徴とする。
【００１０】
　請求項２記載の容器構造物の更新方法は、請求項１記載の発明において、上記下段構築
工程では、上記梁材より下位の上記容器構造物の側壁に作業用開口を設け、当該作業用開
口を通じて搬入した資材により下段貯水槽を構築し、その後当該開口を閉塞することを特
徴とする。
【００１１】
　請求項３記載の容器構造物の更新方法は、請求項１記載の発明において、上記上段構築
工程では、上記既設の容器構造物より小径からなる上段貯水槽を構築し、また上記梁材に
床板を架設することによる中間床版を構築するとともに、当該中間床版において上記上段
貯水槽より外側に作業用開口を設け、上記下段構築工程では、上記作業用開口を通じて搬
入した資材により下段貯水槽を構築し、その後当該開口を閉塞することを特徴とする。



(4) JP 2010-70964 A 2010.4.2

10

20

30

40

50

【００１２】
　請求項４記載の容器構造物の更新方法は、請求項１～３のうち何れか１項記載の発明に
おいて、上記上段構築工程では、上記既設の容器構造物内に貯留された水に、上記柱材に
取り付けられた浮体で浮かせることにより、当該柱材を所定の立設位置まで搬送すること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　上述した構成からなる本発明によれば、上段構築工程では、給水及び排水を必要に応じ
て随時実行することによる貯水槽としての機能を既設の容器構造物に担わせ、下段構築工
程では、給水及び排水を必要に応じて随時実行することによる貯水槽としての機能を上段
貯水槽に担わせる。このため、施工開始から施工完了までに、貯水槽としての機能を維持
しつつ、これを継続させながら更新工事を行うことが可能となる。
【００１４】
　また、既設容器構造物とは別の場所に新設容器構造物を設けるため広大な用地が必要と
ならず、新設の容器構造物を設置する場所の地盤を強化する等の工事も必要なくなり、施
工コストを低減させることが可能となる。また、新設容器構造物を設けるための十分な用
地が無い場合であっても容器構造物の更新を行うことができ、従来のように更新を断念し
、新たに用地を確保して容器構造物を新設する必要も無くなる点においても経済的となる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するための最良の形態として、既設の１槽からなる容器構造物を２
槽化する容器構造物の更新方法について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１６】
　図２(a)は、既設の容器構造物２を示している。この容器構造物２には、図示しない給
水口及び排水口が設けられ、必要に応じて給水、排水を随時実行することによる貯水槽と
しての機能を担うものである。
【００１７】
　容器構造物２は、略円形で構成された底版２１の周囲に側壁２２が立設された円筒状で
構成されており、その上端には既設人孔２５が形成されている既設屋根２３が取り付けら
れている。また、この円筒状の容器構造物２の下端は地中に埋設されており、底版２１は
地表の高さよりも低い。この図２(a)において、内部に貯水されている水の水位は側壁２
２の上端付近に位置している場合を例に挙げているが、これに限定されるものではない。
【００１８】
　このような構成からなる既設の１槽からなる容器構造物２に対して、本発明を適用した
容器構造物の更新方法では、これを２槽化することによる更新工事を行う。この発明を実
施する過程では、給水及び排水を必要に応じて随時実行することによる貯水槽としての機
能を停止させることなく施工を行う。
【００１９】
　以下、本発明を適用した容器構造物の更新方法について、図１のフローチャートに基づ
いて説明をする。
【００２０】
　先ず、ステップＳ１１に示すように、容器構造物２内の清掃を行う。このステップＳ１
１における清掃は、水中作業による濁水を極力抑えることを目的としたものである。ちな
みに、この容器構造物２内の水位が、実際の作業を行う上で支障になる場合には、図２(b
)に示すように水位を低減させる。
【００２１】
　次にステップＳ１２へ移行し、後述する作業用開口を設置するための支保工を設置する
。このとき、図２(c)に示すように、既設屋根２３に形成された既設人孔２５を通じて、
支保工材２６を投入する。実際には、クレーン２７により支保工材２６を吊り下ろすよう
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にしてもよい。この吊り下ろされた支保工材２６は、底版２１から上方へ向けて組み立て
られる。この組立て作業は、ダイバーが潜水することにより行われることになる。なお、
この支保工材２６は、実際に水中で組み立てられる前に消毒されていることが望ましい。
この支保工材を組み上げることにより構築された支保工２９は、既設人孔２５付近の高さ
まで組み上げられることになる。
【００２２】
　次にステップＳ１３へ移行し、図３(a)に示すように、養生並びに作業用開口３０の設
置を行う。この養生は、養生シート３１を支保工２９から作業用開口３０に至るまで張設
することにより、支保工２９上の作業空間を水面に対して遮るようにする。ちなみに、作
業用開口３０の設置は、既設人孔２５を拡径することにより、比較的大きい部材も投入可
能なサイズとする。この既設人孔２５を拡径する作業を行う上で、上述した養生シート３
１の存在により、水中にゴミ等が落下してしまうのを防止することが可能となる。このス
テップＳ１３における作業用開口３０の設置まで終了させた後、養生シート３１並びに支
保工２９を撤去する。
【００２３】
　次にステップＳ１４へ移行し、図３(b)に示すように、既設の容器構造物２の底版２１
から柱材３３を複数本に亘り立設する。かかる工程においては、クレーン２７により作業
用開口３０を通じて柱材３３を吊り下ろす。この柱材３３には予め浮体３６が取り付けら
れている。このため、水が貯留された容器構造物２内に柱材３３を下ろすと、浮体３６に
よりこれを浮かせることが可能となる。ちなみに、この浮体３６としては、例えば空気を
封入したビニル製のチューブ等で構成するようにしてもよい。次にこの浮体３６により浮
かせた柱材３３を所定の立設位置まで搬送する。そしてダイバーが水中において、搬送し
た柱材３３を底版２１にメカニカルアンカーボルトにより固定し、これを立設する。この
次に柱材３３の上端に梁材３７を架設する。この架設作業は、柱材３３と、梁材３７との
間でボルト接合することにより行う。
【００２４】
　このようにして、柱材３３の立設と、梁材３７の架設とを交互に繰り返しながら実行し
ていく。なお、浮体３６を利用しない水中施工手段がある場合には、それに代替させるこ
とにより、浮体３６の柱材３３に対する取り付けを省略することも可能となる。
【００２５】
　ステップＳ１４において構築された、柱材３３と梁材３７による骨組みの平面図を図１
２に示す。柱材３３は、容器構造物２の中心に１本立設され、その周囲に一定間隔をおい
て立設されている。また、この柱材３３の上端間において梁材３７が架設されている。ち
なみに、この梁材３７は、一端が他の梁材３７に対して架設されるものであってもよい。
また、この梁材３７間を更に小梁３８が架設されていてもよい。なお、上述した図１２の
柱材３３並びに梁材３７の配置例に限定されることなく、いかなる配置を採用するように
してもよい。
【００２６】
　次にステップＳ１５へ移行し、図３(c)に示すように、水位を梁材３７よりも下位まで
低下させる。そして、この梁材３７について溶接に支障が生じない程度まで乾燥させた後
、後述する上段貯水槽の床板を架設することによる中間床版４０を構築する。この中間床
版４０を構成する鋼製の床板は、底面において敷き並べた上で、溶接接合により固定する
。
【００２７】
　次にステップＳ１６へ移行し、図４(a)に示すように梁材３７と側壁２２との間の隙間
を埋めるための養生４１を施す。これにより、以降の作業において、下段に貯水されてい
る水に作業ゴミが落下するのを防止することが可能となる。次に、梁材３７を基礎として
足場４３を構築していく。この足場４３は、既設屋根２３に至るまで構築することにより
、これを支持可能とする。次に、既設屋根２３をカッター等により切断するとともに、こ
れをクレーン２７により吊り降ろして撤去する。このステップＳ１６では、この既設屋根
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２３を全て撤去するまで上述した作業を繰り返し実行していくことになる。
【００２８】
　次にステップＳ１７へ移行し、図４(b)に示すように、上段貯水槽を構成する側板４４
を設置していく。この側板４４は、側壁２２よりも１００～２００ｍｍ内側に離間した位
置において、当該側壁２２に沿って断面略円形となるように取り付けられることになる。
この側板４４は、中間床版４０に対して溶接接合により組み立てられる。側板４４の構築
を完了させた後、ステップＳ１８へ移行する。
【００２９】
　ステップＳ１８では、図４(c)に示すように、上段貯水槽３を構成する屋根４５をクレ
ーン２７により取り付ける。この屋根４５は、既設の容器構造物２における既設屋根２３
よりも高さが高くなる場合には、足場４３を上方に継ぎ足した上で、設置作業を行うこと
になる。この新設の屋根４５は、互いに溶接により接合することにより、側板４４を架設
するようにして設けられる。屋根４５の構築を終了した段階で、上段貯水槽３の完成とな
る。この上段貯水槽３は、既設の容器構造物２とは独立した単独の貯水槽としての役割を
担うことになることから、このステップＳ１８の終了時において、槽として利用できるか
否かの一通りの検査を行うことになる。
【００３０】
　なお、ここまでのステップＳ１１～ステップＳ１８までの上段構築工程では、給水及び
排水を必要に応じて随時実行することによる貯水槽としての機能を既設の容器構造物２に
担わせる。具体的には、既設の容器構造物２を構成する底版２１、側壁２２で囲まれる円
筒状の凹部に貯水させることになる。
【００３１】
　しかし、次にステップＳ１９へ移行した後、この貯水槽としての機能は上段貯水槽３に
担わせることになる。具体的には、図５(a)に示すように、上段貯水槽３に対して給水及
び排水を必要に応じて随時実行し、既設の容器構造物２に貯水されている貯留水を抜くこ
とになる。
【００３２】
　次にステップＳ２０へ移行し、図５(b)に示すように、側壁２２に作業用開口４７を設
ける。この作業用開口４７の位置は、梁材３７より下位の側壁２２の一部とされる。作業
用開口４７は、下段貯水槽４を構築するためのいわゆる資材投入用の開口となる。
【００３３】
　次にステップＳ２１へ移行し、図５(c)に示すように、当該作業用開口４７から内部へ
と搬入した資材により、底版２１上にモルタルを敷き均すことにより不陸調整を行い、更
にこの底版２１上に、下段貯水槽４の床版となる底板４９を敷き並べてこれらを互いに溶
接接合する。
【００３４】
　次に、ステップＳ２２へ移行し、図６(a)に示すように、下段貯水槽４の側板５０を設
ける。この側板５０は、側壁２２よりも１００～２００ｍｍ内側に離間した位置において
、当該側壁２２に沿って断面略円形となるように取り付けられることになる。この側板５
０は、下段貯水槽４の床版となる底板４９に対して溶接接合により固定される。側板５０
を構築する最終段階において図６(b)に示すように、作業用開口４７を閉塞する。その結
果、この下段貯水槽４内を密閉構造とすることが可能となる。
【００３５】
　次にステップＳ２３へ移行し、図７(a)に示すように、側板５０、側板４４と、側壁２
２との間隙においてエアーモルタル５１を充填する。このエアーモルタル５１は、側板４
４、５０を構成する鋼板裏面の防食を期待するのと、これら側板４４、５０と既設の側壁
２２との一体化を期待したものである。ちなみに、既設の側壁２２を撤去する場合には、
このステップＳ２３を省略するようにしてもよい。このステップＳ２３を終了した段階に
おいて、下段貯水槽４の完成となる。この下段貯水槽４も独立した単独の貯水槽としての
役割を担うことになることから、ステップＳ２４において、槽として利用できるか否かの
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一通りの検査を行うことになる。このステップＳ２４の検査合格後、実際に下段貯水槽４
にも貯水をした例を図７(b)に示す。２槽化された上段貯水槽３並びに下段貯水槽４の双
方に貯水機能を担わせたものである。
【００３６】
　ここでステップＳ１９～ステップＳ２３を下段構築工程としたとき、この下段構築工程
では、給水及び排水を必要に応じて随時実行することによる貯水槽としての機能を上段貯
水槽３に担わせる。
【００３７】
　このように、本発明を適用した容器構造物の更新方法では、既設容器構造物とは別の場
所に新設容器構造物を設けるため広大な用地が必要とならず、新設の容器構造物を設置す
る場所の地盤を強化する等の工事も必要なくなり、施工コストを低減させることが可能と
なる。また、新設容器構造物を設けるための十分な用地が無い場合であっても容器構造物
の更新を行うことができ、従来のように更新を断念し、新たに用地を確保して容器構造物
を新設する必要も無くなる点においても経済的となる。
【００３８】
　また本発明は、既設の容器構造物の周囲に余剰スペースが存在しない場合においても、
かかる既設の１槽からなる容器構造物を２槽化することによりこれを更新することが可能
となる点に加え、以下に説明するような効果がある。
【００３９】
　本発明では、ステップＳ１１～ステップＳ１８までの上段構築工程では、給水及び排水
を必要に応じて随時実行することによる貯水槽としての機能を既設の容器構造物２に担わ
せ、ステップＳ１９～ステップＳ２３を下段構築工程としたとき、この下段構築工程では
、給水及び排水を必要に応じて随時実行することによる貯水槽としての機能を上段貯水槽
３に担わせる。このため、ステップＳ１１からステップＳ２３に至るまでに、貯水槽とし
ての機能を維持しつつ、これを継続させながら更新工事を行うことが可能となる。
【００４０】
　また本発明では、更新部位を、屋根のみ、又は側壁のみといった個別部位に限定される
ことなく、床版を含めた容器構造物全体を更新することが可能となる。
【００４１】
　更に本発明では、特にステップＳ１４において、浮体３６により浮かせた柱材３３を所
定の立設位置まで搬送することが可能となり、貯水機能を継続させながら、逆にその貯水
を搬送手段として利用することが可能となり、搬送機能をも向上させることが可能となる
。
【００４２】
　なお、本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではない。例えば図８に示すよ
うなフローチャートに基づいて、施工を実施するようにしてもよい。この図８のフローチ
ャートにおいて、上述した図１のフローチャートのステップＳ１１～Ｓ１６は共通するた
め、かかるステップの説明を引用することにより以下での説明を省略する。
【００４３】
　ステップＳ１６において既設屋根２３を撤去後、ステップＳ２７へ移行し、図９(a)に
示すように、上段貯水槽を構成する側板４４を設置していく。この側板４４は、側壁２２
よりも１．５～２．０ｍ内側に離間した位置において、当該側壁２２に沿って断面略円形
となるように取り付けられることになる。この側板４４は、中間床版４０に対して溶接接
合により組み立てられる。また、このステップＳ２８では、中間床版４０に対して作業用
開口５５を設ける。この作業用開口５５は、下段貯水槽４を構築するためのいわゆる資材
投入用の開口である。この作業用開口５５は、上段貯水槽３より外側に設置される。なお
、この作業用開口５５に加えて更に作業員が出入りするための人孔５６を設けるようにし
てもよい。
【００４４】
　ステップＳ２８では、図９(b)に示すように、上段貯水槽３を構成する屋根４５をクレ
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ーン２７により取り付ける。この屋根４５は、既設の容器構造物２における既設屋根２３
よりも高さが高くなる場合には、足場４３を上方に継ぎ足した上で、設置作業を行うこと
になる。この新設の屋根４５は、互いに溶接により接合することにより、側板４４を架設
するようにして設けられる。屋根４５の構築を終了した段階で、上段貯水槽３の完成とな
る。この上段貯水槽３は、既設の容器構造物２の内径よりも３～４ｍ小さい径からなる。
その結果、上述した作業用開口５５を設けるためのスペースを確保することが可能となる
。この上段貯水槽３は、既設の容器構造物２とは独立した単独の貯水槽としての役割を担
うことになることから、このステップＳ２８の終了時において、槽として利用できるか否
かの一通りの検査を行うことになる。
【００４５】
　なお、ここまでのステップＳ１１～ステップＳ２８までの上段構築工程では、給水及び
排水を必要に応じて随時実行することによる貯水槽としての機能を既設の容器構造物２に
担わせる。具体的には、既設の容器構造物２を構成する底版２１、側壁２２で囲まれる円
筒状の凹部に貯水させることになる。
【００４６】
　しかし、次にステップＳ２９へ移行した後、この貯水槽としての機能は上段貯水槽３に
担わせることになる。具体的には、図９(c)に示すように、上段貯水槽３に対して給水及
び排水を必要に応じて随時実行し、既設の容器構造物２に貯水されている貯留水を抜くこ
とになる。
【００４７】
　次にステップＳ３０へ移行し、図１０(a)に示すように、当該作業用開口５５から内部
へと搬入した資材により、底版２１上にモルタルを敷き均すことにより不陸調整を行い、
更にこの底版２１上に、下段貯水槽４の床版となる底板４９を敷き並べてこれらを互いに
溶接接合する。
【００４８】
　次に、ステップＳ３１へ移行し、図１０(b)に示すように、下段貯水槽４の側板５０を
設ける。この側板５０は、側壁２２よりも１００～２００ｍｍ内側に離間した位置におい
て、当該側壁２２に沿って断面略円形となるように取り付けられることになる。この側板
５０は、下段貯水槽４の床版となる底板４９に対して溶接接合により固定される。この側
板５０の上端と、中間床版４０とを溶接接合することにより下段貯水槽４を密閉構造とす
ることが可能となる。
【００４９】
　次にステップＳ３２へ移行し、図１１(a)に示すように、側板５０、側板４４と、側壁
２２との間隙においてエアーモルタル５１を充填する。このエアーモルタル５１は、側板
４４、５０を構成する鋼板裏面の防食を期待するのと、これら側板４４、５０と既設の側
壁２２との一体化を期待したものである。ちなみに、既設の側壁２２を撤去する場合には
、このステップＳ３２を省略するようにしてもよい。このステップＳ３２を終了した段階
において、下段貯水槽４の完成となる。この下段貯水槽４も独立した単独の貯水槽として
の役割を担うことになることから、ステップＳ３３において、槽として利用できるか否か
の一通りの検査を行うことになる。このステップＳ３３の検査合格後、実際に下段貯水槽
４にも貯水をした例を図１１(b)に示す。２槽化された上段貯水槽３並びに下段貯水槽４
の双方に貯水機能を担わせたものである。
【００５０】
　ここでステップＳ２９～ステップＳ３２を下段構築工程としたとき、この下段構築工程
では、給水及び排水を必要に応じて随時実行することによる貯水槽としての機能を上段貯
水槽３に担わせる。
【００５１】
　この図８に示すフローチャートに示す容器構造物の更新方法においても同様に、既設容
器構造物とは別の場所に新設容器構造物を設けるため広大な用地が必要とならず、新設の
容器構造物を設置する場所の地盤を強化する等の工事も必要なくなり、施工コストを低減
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させることが可能となる。また、給水及び排水を必要に応じて随時実行することによる貯
水槽としての機能を停止させることなく、これを継続させながら更新工事を行うことが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明を適用した容器構造物の更新方法について説明するためのフローチャート
である。
【図２】図１に示すフローチャートのステップＳ１１～Ｓ１２について説明するための図
である。
【図３】図１に示すフローチャートのステップＳ１３～Ｓ１５について説明するための図
である。
【図４】図１に示すフローチャートのステップＳ１６～Ｓ１８について説明するための図
である。
【図５】図１に示すフローチャートのステップＳ１９～Ｓ２１について説明するための図
である。
【図６】図１に示すフローチャートのステップＳ２２について説明するための図である。
【図７】図１に示すフローチャートのステップＳ２３～Ｓ２４について説明するための図
である。
【図８】本発明を適用した容器構造物の更新方法について説明するための他のフローチャ
ートである。
【図９】図９に示すフローチャートのステップＳ２７～Ｓ２９について説明するための図
である。
【図１０】図９に示すフローチャートのステップＳ３０～Ｓ３１について説明するための
図である。
【図１１】図９に示すフローチャートのステップＳ３２～Ｓ３３について説明するための
図である。
【図１２】柱材と梁材による骨組みの平面図を示す図である。
【符号の説明】
【００５３】
２　容器構造物
３　上段貯水槽
４　下段貯水槽
２１　底版
２２　側壁
２３　既設屋根
２５　既設人孔
２６　支保工材
２７　クレーン
２９　支保工
３０　作業用開口
３１　養生シート
３３　柱材
３６　浮体
３７　梁材
４０　中間床版
４１　養生
４３　足場
４４　側板
４５　屋根
４７　作業用開口（側壁部）
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４９　底板
５０　側板
５１　モルタル
５５　作業用開口（中間床版部）
５６　人孔（中間床版部）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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